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告告 示示

宮崎県告示第36号

森林法（昭和26年法律第 249号）第29条の規定により、農林水産

大臣から、次のとおり保安林の指定をする予定である旨の通知があ

った。

平成25年１月21日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 保安林予定森林の所在場所 西都市大字上揚字壱之木浦 304、

304－６

２ 指定の目的 水源の涵養
かん

３ 指定施業要件

茨 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐に係る立木の伐採を禁止する。

字壱之木浦 304（次の図に示す部分に限る。）

イ 次の森林については、主伐は択伐による。

字壱之木浦 304－６（次の図に示す部分に限る。）

ウ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

エ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢

以上のものとする。

オ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

芋 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関

係書類を宮崎県環境森林部自然環境課及び児湯農林振興局並びに

西都市役所に備え置いて縦覧に供する。）

宮崎県告示第37号

森林法（昭和26年法律第 249号）第29条の規定により、農林水産

大臣から、次のとおり保安林の指定をする予定である旨の通知があ

った。

平成25年１月21日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 保安林予定森林の所在場所 児湯郡西米良村大字板谷字吉村 2

37－３から 237－５まで、 264－５、 264－６

２ 指定の目的 水源の涵養
かん

３ 指定施業要件

茨 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐に係る立木の伐採を禁止する。

字吉村 237－３・ 264－５・ 264－６（以上３筆について

次の図に示す部分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢

以上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

芋 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関

係書類を宮崎県環境森林部自然環境課及び児湯農林振興局並びに

西米良村役場に備え置いて縦覧に供する。）

宮崎県告示第38号

宮崎県収入証紙条例施行規則（昭和39年宮崎県規則第11号）第11

条第５項の規定により、収入証紙売りさばき人から次のとおり変更

の届出があった。

平成25年１月21日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

都市計画法（昭和43年法律第 100号）第21条第２項において準用

する同法第18条第１項の規定により、次のとおり都市計画を変更し

たいので、当該都市計画の案を次のとおり公衆の縦覧に供する。

なお、関係市町村の住民及び利害関係人は、当該都市計画の案に

ついて、縦覧期間満了の日までに宮崎県に意見書を提出することが

できる。

変 更

年 月 日

変 更 後変 更 前

売りさばき

人の名称

売りさばき

をする場所

売りさばき

人の名称

売りさばき

をする場所

平成24年

12月15日

株式会社都

城ドライビ

ングスクー

ル

都城市高城

町桜木字大

原2281番地

２ 都城ド

ライビング

スクール内

株式会社都

城ドライビ

ングスクー

ル

都城市高城

町穂満坊 7

72番地 都

城ドライビ

ングスクー

ル内

公公 告告
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平成25年１月21日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 都市計画の種類及び名称

えびの都市計画道路 ３・５・６号 えびの中央線

２ 都市計画を変更する土地の区域

茨 追加する部分

なし

芋 削除する部分

えびの市大字向江字葉広田の一部

３ 都市計画の案の縦覧場所及び期間

茨 場所

宮崎県県土整備部都市計画課、宮崎県小林土木事務所及びえ

びの市建設課

芋 期間

平成25年１月21日から平成25年２月４日まで

都市計画法（昭和43年法律第 100号）第21条第２項において準用

する同法第18条第１項の規定により、次のとおり都市計画を変更し

たいので、当該都市計画の案を次のとおり公衆の縦覧に供する。

なお、関係市町村の住民及び利害関係人は、当該都市計画の案に

ついて、縦覧期間満了の日までに宮崎県に意見書を提出することが

できる。

平成25年１月21日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 都市計画の種類及び名称

新富都市計画道路 ３・３・１号 国道10号線

２ 都市計画を変更する土地の区域

茨 追加する部分

新富町大字上富田字八反田下の一部

芋 削除する部分

新富町大字上富田字八反田下の一部

３ 都市計画の案の縦覧場所及び期間

茨 場所

宮崎県県土整備部都市計画課、宮崎県高鍋土木事務所及び新

富町建設課

芋 期間

平成25年１月21日から平成25年２月４日まで

都市計画法（昭和43年法律第 100号）第29条第１項の規定により

許可した次の開発行為に関する工事は完了した。

平成25年１月21日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

開発許可を受けた者の

住所及び名称

開発区域又は工区に

含まれる地域の名称

北諸県郡三股町大字樺山4523番

地

上原林業株式会社

北諸県郡三股町今市１番１、

１番２、15番１の一部、1001

番の一部、1002番の一部、10

03番の一部、1004番の一部、

新馬場1001番の一部、1023番

の一部
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